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令和７年１月より、退職手当共済のすべての手続きがオンラインで申請可能となっていますが、
インターネット環境が無い等の理由により、退職手当共済システムのご利用が困難な場合は、書面
での手続きも可能となっています。システムを利用せず、お手続きする場合は、次ページ以降の記
入方法等を参照のうえ、各種届出様式を以下まで郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

届出様式については、福祉医療機構のホームページに掲載をしています。 

▼ 約款様式及び任意の書類（手続き上、必要が生じた場合の書類） 

ＵＲＬ：https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate_style-tabid-238-2/  

 

なお、書面でお手続きいただいた場合、機構側での届出の処理や審査に時間がかかる場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。 

退職手当共済システムでは、入力間違い防止機能による適正な届出の提出や、オンライン申請に
よる郵送時間の短縮等により従来よりもお手続きを早めることができます。 

システムの特⾧や操作方法等については、本マニュアルの「Ⅲ 退職手当共済制度における手続
き」で紹介しています。また、ＨＰの「退職手当共済システムのご案内」では動画マニュアルも掲
載していますので、合わせてご参照ください。 

共済契約者の負担軽減にもつながりますので、インターネット環境が整い次第、新システムでお
手続きいただくようお願いいたします。 

 

👉
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新たに施設・事業を新設または申し出する場合、「施設等新設届・申出書」を提出してください。 
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毎年度４月１日現在の被共済職員の在籍状況及び異動状況並びに前年の４月１日から本年の３月３

１日（前年度）の従業状況を「掛金納付対象職員届」により報告する必要があります。この届出に基
づき、被共済職員数を確定し、人数分の掛金を納付してください。 

共済契約者の事務負担軽減のためにも、システムからの提出を推奨していますが、インターネット
環境が無い等の理由により、紙の様式を用いて提出を行う場合には、「１ 作成要領」及び「２ 留
意点」を必ず確認のうえ、作成してください。 

 
 

 

インターネット環境が無い等の理由で紙の様式での提出を希望する旨を機構に連絡いただいた場
合には、紙の掛金納付対象職員届（記入用）とあわせて、作成要領を郵送します。作成要領には記載
にあたっての留意事項を記載していますので、必ず確認してください。 

なお、作成要領は退職手当共済事業ホームページからも確認できます。（退職手当共済事業ホーム
ページ→「５ 各種届出等書類」→「約款様式 届出、申出書、申請書、請求書、通知書」→記載例
「第２号記載例（ＰＤＦ）」） 

 

 
 

異動理由の５種類は、増・減と対になっており、記入しない「異動無し」を入れて全 11 パターン
あります。 

当該施設または事業からみて、当該職員がどうなりましたか？ 

増えるのであれば、異動理由は、１・３・５・７・９のいずれかに該当するのか、減るのであれば、
異動理由は、２・４・６・８・１０のいずれかに該当するのか、どのような異動理由で増減するのか
を見ることがポイントになります。 

 

＋（増）当該施設に新しく追加された職員     △（減）当該施設からいなくなった職員 

※異動年月日は、異動してきた日となります。   ※異動年月日は、在籍した最終日となります。 

 

1  

3  

5  

7  継続異動増 

 2 退職 

 4 配置換減 

 6 契約対象外施設等異動減 

 8 継続異動減 
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同じ法人内の共済契約対象施設等へ異動した職員をいいます。 
 

同じ法人内の共済契約対象外施設等へ異動した職員をいいます。 

別途「共済契約対象（外）施設等異動届」を提出してください。 

同じ法人内の共済契約対象施設等へ復帰した職員をいいます。 

別途「共済契約対象（外）施設等異動届」を提出してください（４月１日付復帰の者を除く）。 
 

共済契約者の都合により、別の共済契約者と合意の上で加入可能な共済契約対象施設に職員が転職
する場合で、退職手当金を請求せず、1 日の空白もなく異動して被共済職員期間を続けた職員をいい
ます。 

別途「共済契約者間継続職員異動届」を提出してください。 

 

引き続き１年以上被共済職員である者が退職し、３年以内に再び被共済職員となる職員で被共済職
員期間の合算を希望する職員をいいます。 

 別途「被共済職員退職届」、「合算制度利用申出書」、「被共済職員加入届（４月１日加入者の場合に
は掛金納付対象職員届）」を提出してください。 
 
 

Point 2    

前年度中に氏名を変更している職員については、「掛金納付対象職員届」にて報告してください。
その際には、変更した年月日を報告してください。 

年度途中で退職した職員の氏名の変更については、「被共済職員退職届」にて報告してください。 
 
 

Point 3    

一部の施設・事業を２０２５年３月３１日以前に廃止（休止を含む）又は共済契約を締結していな
い経営者（地方公共団体を含む）に経営移管している場合は、「施設・事業廃止年月日」欄にその廃
止の日を記入します。この場合、その施設又は事業の掛金納付対象職員届にプリントされているすべ
ての職員について、異動理由（２，４，６，８，１０のいずれか）を記入してください。 

併せて「共済契約対象施設等一部廃止等届」を提出してください。 
 
 

Point 4    

新しく４月１日に社会福祉施設等を開設した場合、特定介護保険施設等又は申出施設等を申し出る
場合には、「施設等新設届・申出書」を提出しますので、当該施設等の被共済職員にかかる「掛金納
付対象職員届」の提出は不要です。 

また、新設・申出をした場合の掛金については、振込依頼書は再送しませんので、既存の施設・ 
事業分との合計額を１回で納付してください。 

 
 
Point 2  



─197─ 

 

１ 施設・事業を廃止または経営移管した結果、経営する施設・事業等から、社会福祉施設等並びに
特定介護保険施設等に該当する施設・事業がなくなった場合には、共済法で規定する共済契約の解
除事由に該当します。 

この場合は「社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」（約款様式
第４号 以下「経営者でなくなった者の届」という。）を、速やかに、提出してください。 

２ 施設・事業を移管する場合であって、かつ施設・事業の移管を受けた経営者が共済契約者である
場合（共済契約者が施設・事業の移管を受けるとき、または移管日と同日付で新規に共済契約締結
するとき）は、移管する施設・事業で引き続き雇用される被共済職員は、退職扱いとせず移管前の
被共済職員期間を通算します。 

この場合の「経営者でなくなった者の届」は、移管を受ける経営者に渡していただき、移管を 
受ける経営者は、その他の必要書類と一緒に機構あてに提出してください。 

３ 経営者でなくなったことによる共済契約の解除となる場合、制度上では、退職の扱いとなります
（２で記載した経営移管により引き継がれる被共済職員を除きます）。 

この場合、遅滞なく、「被共済職員退職届」、「退職手当金請求書」または「合算制度利用申出書」 

を提出してください。 
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新規の正規職員を採用した場合や嘱託、パート等が加入資格の要件を満たした場合、あるいは合
算申出をする職員が新規に加入する場合には、「被共済職員加入届」を提出してください（施設、
事業単位で記入してください）。 

なお、新規で加入させない旨届出の手続きをしている施設等は除きます。 
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継続異動とは、被共済職員が、共済契約者間で異動（移籍）する場合に、当共済制度上では退職

とせずに、被共済職員期間を通算する制度で、条件は次のとおりです。 

① 異動（移籍）は、共済契約者の業務上の都合によるものであること。 

② 共済契約者の間で被共済職員の異動（移籍）の合意が事前に出来ていること。 

③ １日も間が空かない異動であること。 

④ 異動後速やかに、「共済契約者間継続職員異動届」を不備なく提出できること。 

 ※条件を満たさない場合、取り扱いができません。 

 ※新規に加入させない旨の届出を行った施設は、異動後の勤務先施設にはできません。 
 
 

記入・提出上の留意点は次のとおりです。 

（１）職種番号 

「職種」欄には、以下の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。 

その他の職員（職種番号１４）については、具体的な職名を記入してください。 

 

 

（２）提出方法 

異動後の共済契約者が、機構あてに提出してください。 
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１ この届出は、共済契約対象外の施設又は事業に異動した場合、退職手当金を請求しないで、被共

済職員期間の「共済契約対象外施設等へ異動した場合の合算制度」を利用する場合にのみ、必要
となります。（本手続きは、職員が他法人・団体の経営する施設等へ転職する場合には使用でき
ません。他法人等への転職は「職員が退職した時の手続き」を参照してください。） 

※共済契約対象外の施設又は事業への異動は、本制度では「退職」として扱います。なお、復帰
にあたっては契約対象施設のうち、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老
人ホーム等新規加入職員の非加入）」、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支
援施設等新規加入職員の非加入）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員
の部分解除）」を提出している特定介護保険施設等へは復帰できません。 

   

２ 「共済契約対象外施設等へ異動した場合の合算制度」が利用できるのは、次の条件を満たす場合です。 

  ① 被共済職員として継続して１年以上（被共済職員期間となる月の合計は、１２か月未満でも 
構いません。）勤務していること。（合算で採用した職員については１年未満でも構いません。） 

② 契約対象外施設に配置換えとなった際に、「共済契約対象（外）施設等異動届」（約款様式第９号）
を機構あてに提出し、退職手当金は請求していないこと。 

③ 配置換えの日から起算して５年以内に、同じ経営者の共済契約対象の施設に配置換えとなり、
加入要件を満たしたうえで再び加入手続き（「共済契約対象（外）施設等異動届」（約款様式第９号）
を機構あてに提出）をしていること。 

３ 契約対象外施設に配置換えとなったまま５年を超えると、時効により退職手当金の請求権が消滅
します。５年以内の再加入が不可能と分かった時点で、退職手当金を請求してください。 

４ 退職手当金を請求する場合には、被共済職員退職届と退職手当金請求書の提出が必要となります。
詳しくは、被共済職員退職届等の説明でご確認ください。 
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「共済契約対象（外）施設等異動届」の提出を行い契約対象外施設に異動した職員について、５
年以内に共済契約対象施設等に復帰した場合は、被共済職員期間が合算継続されます。 

ただし、契約対象施設のうち、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホー
ム等新規加入職員の非加入）」、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等新
規加入職員の非加入）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）」を
提出している特定介護保険施設等へは復帰できません。 
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共済契約者の名称又は住所が変更になったとき又は共済契約対象施設等の名称、住所地、施設種類
が変更になったとき並びに共済契約証書を紛失・き損したときは、「共済契約者氏名等変更届・共済
契約証書再交付申出書」を提出してください。 
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共済契約対象施設等の一部について廃止し若しくは休止し、又は経営を移管したときは、速やかに、

「共済契約対象施設等一部廃止等届」を提出してください。 

本届を提出する必要がある場合は、当該施設・事業の廃止等を行った後においても他に社会福祉
施設等又は特定介護保険施設等を経営している場合となります。 

社会福祉施設等及び特定介護保険施設等のすべての施設を経営しなくなる場合は、「社会福祉施設
等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」（約款様式第４号）をご参照ください。 

 

共済契約対象施設等一部廃止等届 
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共済契約者は、共済契約を解除するときは、「退職手当共済契約解除通知書」（約款様式第１３号）
に当該被共済職員の従業状況報告及び当該解除の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構
に提出してください。 
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共済契約者は、共済契約を部分解除するときは、「退職手当共済契約部分解除通知書」（約款様式第

１３号の２）に当該被共済職員の従業状況報告及び当該解除の同意があったことを証する書類を添付
のうえ、機構に提出してください。 

 

  

部分解除（範囲限定の場合） 

② 解除における被共済職員数 
解除年月日における被共済職員数 

（※退職する職員を含みます。） 

をご記入ください。 

③ 添付書類 
解除同意書、従業状況報告書を添付してください。 

③ 解除の理由 
解除の理由については具体的にご記入ください。 

① 解除年月日 
解除年月日は、必ずご記入ください。解除の対象となる被

共済職員は、解除年月日で被共済職員でなくなります。 

「１」 に該当するのは、特定介護保険施設等及び申出施設等に限ります。   
「２」に該当するのは、事業の開始及び機構への届出が、平成１８年３月３１日までにされている特定介 

護保険施設等（特別養護老人ホーム等）に限ります。 

※平成１８年４月１日以降に申し出た特定介護保険施設等（特別養護老人ホーム等）の場合は、「２」に

○をつけることはできません。   
「３」に該当するのは、事業の開始及び機構への届出が、平成２８年３月３１日までにされている特定介

護保険施設等（障害者支援施設等）に限ります。 

※平成２８年４月１日以降に申し出た特定介護保険施設等（障害者支援施設等）の場合は、「３」に○を

つけることはできません。   
「４」に該当するは、養護老人ホームから軽費老人ホーム（介護保険法の規定に基づく指定を受けている 

もの）、又は軽費老人ホーム（介護保険法の規定に基づく指定を受けていないもの）から軽費老人ホーム

（介護保険法の規定に基づく指定を受けているもの）へ施設を転換する場合について、転換日以降の加入

者のみの解除が可能となります。 

 

１．施設全体の被共済職員 

２．平成18 年4 月1 日以降加入した被共済職員 ※１ 

３．平成28 年4 月1 日以降加入した被共済職員 ※２ 

４．施設転換後の被共済職員 
○ 
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 退職手当共済契約解除通知書、退職手当共済契約部分解除通知書の共通添付書類です。 

解  除  同  意  書 

（※解除同意書は、施設毎に作成してください。） 

 職員番号 被共済職員氏名 生年月日 同意年月日 認印 

1   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

2   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

3   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

4   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

5   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

6   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

7   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

8   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

9   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

10   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

11   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

12   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

13   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

14   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

15   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

16   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

17   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

18   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

19   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

20   元号 
      年      月      日 

元号 
         年      月      日 印 

※ この同意書に記入した場合、退職手当金は支給されません。 
※ この同意書は、被共済職員本人の自署・押印によるものとします。 

同意が必要となる被共済職員全員の記入が必要です。（解除日に退職する職員も同意が必要です。） 

被共済職員本人による氏名の自署と押印が必要です。パソコン作成印刷、ゴム印等は、同意書と
認められません。 

解除通知書に記載した「解除日」より後の日付で得られた、解除同意は無効です。 

契約解除が成立しません。 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

(※)半年延⾧の理由 育児休業期間の半年延⾧の理由は次のとおりですので、該当する上記の欄の番号を○で囲んでください。 
１ 保育所等に入所を希望しているが、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、入所できない場合 
２ 子の養育を行っている配偶者であって、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、子の養育を行う予定であった 

     者が、死亡・負傷・疾病等、離婚等により子の養育することができなくなった場合 
注.「パパ・ママ育休プラス」が「有」の場合は、「半年延⾧の理由」を記入しないでください。 
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本制度において、特定介護保険施設等又は申出施設等については、共済法で同意が必要と規定さ
れた被共済職員全員の同意を得た場合には、共済契約者が共済契約を解除できることとしています。 

解除ができる範囲は、条件によって異なり、次のとおり整理できます。 
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（１）退職手当金が支給されないこと 

    共済契約者が行う契約解除には、共済法で規定された職員の同意が必要です。解除日に退職す
る職員も同意が必要です。 

    なお、解除に同意した被共済職員は、退職手当金は支給されません。（解除日に退職する職員
も退職手当金は支給されません。） 

（２）掛金は返戻されないこと 

    本制度は積立方式ではないため、解除に伴う掛金の返戻はありません。 

（３）職員間で処遇の不均衡が生じる恐れがあること 

     解除の範囲によっては、同じ法人（又は施設）の職員の間で、退職手当金についての処遇の差
が生じる恐れがあります。 

（４）人事異動に支障が生じる場合があること 

    契約解除により「契約対象外施設」となった施設に、被共済職員を配置換えすると、制度上で
は「退職」として扱われ、職員の不利益となるため、人事異動に支障が生じる場合があります。 

※解除同意は不要ですが、不正防止等の観点から退職等の事実確認（雇用保険等の資格喪失確認通知書、辞令等
の写し）の提出をお願いしています。 
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福祉医療機構への手続きは、退職手当共済システムで行います。オンラインで全ての手続きがで
きます。 

注意点：退職手当金を複数箇所から受け取る場合は、最終支払者が源泉徴収事務を行うことから、
退職届をご登録いただくときに退職手当金の支給の順番をシステム上でご選択いただき
ます。 

（退職手当共済システムマニュアル参照） 

 退職する職員が実施する手続きには、「退職手当金請求」または「合算制度利用申出」があります。 

※退職手当金請求手続きは、共済契約者（経営者）が代行して登録手続きを行うことも可能です。 

共済契約者（経営者）から本人に対し、手続き方法を説明していただきます。 

※ホームページに掲載している退職者への説明資料をご利用ください。 
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（１） 独立行政法人福祉医療機構ホームページ→退職手当共済事業→５．各種届出等書類→「約款

様式、届出、申出書、申請書、請求書、通知書」から約款様式第７号「被共済職員退職届」

をダウンロードしてください。用紙は、すべて、Ａ４サイズ、片面印刷としてください。 

（２） 退職届の必要事項を記入し、退職者ご本人が作成した約款様式第７号の２「退職手当金請求

書（添付書類を含む）」または約款様式第７号の３「合算制度利用申出書」とあわせて機構に

直接郵送ください。 

   

【重要】退職手当共済システムを利用せず、書類を福祉医療機構へ提出する場合、退職手当金の
支給までかなりの期間を要しますのでご注意ください。 

・共済契約者は、職員が退職したときは、遅滞なく、「被共済職員退職届」を届出することになっ
ています。 

・退職者が「退職手当金請求書」または「合算制度利用申出書」を届出しない場合でも、必ず届
出してください。 

・被共済職員としての在籍期間が１年未満の退職者に限り、次年度の 「掛金納付対象職員届」に
退職年月日等の必要事項を入力していただければ、「被共済職員退職届」の届出は不要です。 

・結婚・定年・転職・雇用契約期間満了などの自己都合による退職に該当するとき 
給食部門の外部委託に伴う調理員の退職、勧奨退職等、また業務上ではない死亡による退職も、 
①普通退職に該当します。 

「被共済職員退職届（約款様式第７号）」について 1
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（１）犯罪行為について 
刑罰法規により刑罰を科するに値する行為であって、拘禁刑以上の刑に処せられたもの（執

行猶予の有無は考慮しない）、又は、起訴されているものです。 

（２）その他これに準ずべき重大な非行について 
起訴されていないもので、犯罪行為に準ずる程度の反社会性をもった行為と認められるもの

です。 

※単なる就業規則違反に該当するもの、不起訴（起訴猶予含む）処分が確定しているもの、罰
金刑が確定しているものは退職理由「普通退職」として届け出てください。 

（３）職員が、上記の「犯罪行為」又は「その他これに準ずべき重大な非行」に該当する行為を
行ったことを理由にして、雇用契約を解消した場合をいいます。 
犯罪行為等の責任をとっての退職であることが確認できる必要があります。 

（４）添付書類 

①から④は必須です。⑤から⑦は該当する場合、⑧は当機構が求めた場合に添付してください。 

①問題行動の概要（問題行動の内容、行動した期間・回数、被害者、被害の程度、発覚した時期、
示談（被害弁済）の状況、被害届の有無、刑事事件化の有無や刑事事件化している場合は起
訴の状況等）が分かる書類（任意様式）。 

②共済契約者が発行した懲戒処分・解雇の辞令（写） 

③解雇等処分について審議された理事会、懲罰委員会等の議事録（写） 

④就業規則（写） 

⑤事情聴取の調書など、処分対象者の答弁が含まれる記録書面（写）、自認書（写） 

⑥判決があった場合の判決書（写） 
⑦新聞記事（写） 

⑧その他当機構が求めた書類 

当該退職理由で届出された場合、共済法第１３条第１項に基づく、退職手当金の支給制限
の審査を行います。詳細は、「退職手当金の支給制限について」をご覧ください。 
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インターネット環境が無い等の理由により、やむを得ない理由がある場合は、機構ホームページ
(退職手当共済事業のページ)から様式を印刷してください。用紙は、すべて、Ａ４サイズ、片面印
刷としてください。共済契約者は、「被共済職員退職届」と「退職手当金請求書（添付書類を含む）」
または「合算制度利用申出書」をセットで福祉医療機構へ直接提出してください。 

【重要】退職手当共済システムを利用せず、書類を福祉医療機構へ提出する場合、退職手当金の支給
までかなりの期間を要しますのでご注意ください。 

 

（１）「退職手当金請求書（添付書類を含む）」と一緒に「合算制度利用申出書」を作成しないでく
ださい。書類の用途が違います。 

（２）太枠の中は必ず記入してください。 

（３）本紙には、必須の添付書類があります。 
 貼付用紙（台紙）が定められており、様式の１枚目～２枚目、及び「国税庁の様式である退職所 

得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」です。 
 

（４）「退職手当金請求書」は添付書類を含めて、全体で複数枚になります。 
 ホッチキス（２点留め）で綴ってください。 

（５）記載漏れや誤り、添付書類が不足している場合、退職手当金が支給できませんので、ご注意
ください。 

（６）振込先金融機関欄のすべてが未記入の場合は、退職手当金は支給できません。 

マイナンバー制度が導入され、税務署に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番
号・法人番号を記載することが義務付けられました。また、令和８年以降、税制大綱に示されてい
るとおり、マイナンバーを記載した源泉徴収票・特別徴収票を税務署及び市町村に提出しなければ
ならなくなりました。 

（１）個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられ
ています。 

（２）福祉医療機構では、退職手当金の支払を受ける方から個人番号が記載された退職所得の受
給に関する申告書の提出を受ける場合、本人確認等書類の提出により、個人番号の確認と身
元（実存）確認を行います。 

（３）通知カードは、令和２年５月２５日をもって廃止されました。（現住民票と記載内容が同じ
であれば引き続き有効です）※上記日付以降に氏名・住所変更のある方の通知カードは添付さ
れても全て不備となります。 

（４）有効な通知カードがない場合は、行政に「個人番号カード」または「個人番号が記載された住民
票」の発行を依頼し、その写しを添付してください。 
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退職手当金の請求は、退職者本人が行います。 
このため、共済契約者は、退職手当金を請求できる者（職員）に対して、請求書の作成方法を説

明してください。 

（１）「退職手当金請求書」の登録後に届出した振込口座を機構に報告なく解約または名義変更をし
たり、「退職手当金請求書」の口座番号を誤入力すると、退職手当金は振込できません。 

  その場合、振込先の変更届の登録が必要となり、退職手当金の支給が大幅に遅れることにな
ります。また、振込先の変更届は送金日以降にメールまたは郵送で照会を行いますので、当機
構からの連絡をお待ちください。やむを得ず口座を解約する場合や結婚等により口座名義を変
更する場合は、速やかに請求者本人から、直接、福祉医療機構に連絡するよう説明してくださ
い。 

  なお、記載漏れや誤り、添付書類の不足が大変多くなっています。ご注意ください。 
 

（１）退職した理由が、退職者の自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行であると認定さ
れた場合は、退職手当金は支給されません。 

（２）退職手当金の支給を受ける権利は、退職した日の翌日から５年を経過すると時効により消滅
し、退職手当金を受取ることができなくなります。 

（３）被共済職員としての在籍期間が１年未満及び被共済職員期間が１２か月未満の場合、退職手当
金は支給されません。 

注    

技能実習生等で、退職と同時期に帰国することから、日本の銀行口座をやむを得ず解約してしま
う場合、退職手当金を外国送金することができます。 

（１） 帰国先の外国に持つ口座は、退職者本人名義を指定してください。それ以外は対応ができま
せんので、ご注意ください。 

（２） 外国へ送金することができる通貨は、日本円のみです。日本円が振込できない口座は指定が
できません。 

（３）別途「外国送金依頼書兼告知書」（用紙は福祉医療機構からお渡しできます。）をご記入いた
だきます。すべてアルファベット（大文字）表記で、情報に過不足なく作成していただく必要
があります。大変不備の多い書類となっており、不備があると送金ができません。間違いがな
いか、よく内容を確認してからご提出ください。 

上記の外国送金案件が発生する予定の共済契約者様は、ご案内一式を送付しますので、事前に 
退職給付課へお問合せください。  

注    
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・請求者本人が記入する振込先金融機関の欄は、預貯金等の通帳またはキャッシュカードを参照
のうえ、金融機関コード、支店番号、金融機関名、支店名、口座番号をすべて正しく記入する
必要があります。 

・口座番号は、金融機関によっては、７桁で表示していない場合がありますので、その際は右詰
めで記入してください。 

・記入誤りがあった場合は、退職手当金の送金処理ができません。 

・金融機関の統廃合により、旧の金融機関を指定した場合や、退職手当金請求書を提出後に口座名
義を旧姓から新姓へ変更したことにより送金できないケースが増えています。 

送金先の金融機関への事前確認または名義変更する予定がある場合は、出来る限り変更してから
記入してください。 
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0 340,000 360,0 


